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・
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建
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・
 
自
衛
隊

が
使

用
す
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す
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作
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通
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（
１
）
予

算
総
額
の
７
／

1
0
 
対
象
国
有
財
産
の
価
格

で
あ
ん
分

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
２
）
予

算
総
額
の
３
／

1
0
 
対
象
国
有
財
産
の
種
類
、
用

途
及

び
市

町
村

の
財

政
状

況
等

を
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
考
慮
し
て
配
分

 

 

（
１
）
予

算
総
額
の
２
／
３

 
対
象
米
軍
資
産
（
建
物
及

び
工

作
物

）
の

価
格

を
基

礎
と
し
て
配

分
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
２
）
予

算
総
額
の
１
／
３

 
市
町
村
民
税
等
の
非
課
税

措
置

に
よ
り
市

町
村

が
受

け
る
税

財
政

 
 

 

上
の
影
響
及
び
市
町
村
の
財

政
状

況
等

を
考

慮
し
て
配

分
 

１
．
性
格

 

（
㉖

予
算

 
2
7
5
.4
億
円
）
 

・
・
・
 
「
固

定
資

産
税

の
代
替
的
な
も
の
」
と
し
て
、
市

町
村

に
交

付
 

（
㉖

予
算

  
  
  
7
0
億
円
）
 

２
．
配

分
方
法

 

基
地
交
付
金

 

調
整
交
付

金
 

基
地

交
付

金
及

び
調

整
交

付
金

に
つ

い
て
 

1



昭和 32 年度 500 295 500
33 1,000 313 1,000
34 1,000 349 1,000
35 1,000 301 1,000
36 1,000 301 1,000
37 1,200 281 1,200
38 1,200 276 1,200
39 1,350 273 1,350
40 1,400 272 1,400
41 1,500 269 1,500
42 1,700 269 1,700
43 1,900 272 1,900
44 2,600 277 2,600
45 3,150 276 300 78 3,450
46 3,550 275 400 72 3,950
47 4,370 293 1,640 107 6,010
48 5,300 291 2,010 96 7,310
49 7,100 286 2,700 88 9,800
50 8,600 284 3,200 82 11,800
51 10,500 285 3,550 81 14,050
52 12,700 287 4,000 79 16,700
53 15,150 286 4,400 77 19,550
54 17,550 292 4,750 75 22,300
55 18,800 295 5,000 75 23,800
56 19,950 295 5,200 75 25,150
57 19,950 295 5,200 75 25,150
58 19,950 295 5,200 75 25,150
59 19,950 295 5,200 75 25,150
60 19,950 296 5,200 75 25,150
61 19,950 297 5,200 68 25,150
62 19,950 300 5,200 67 25,150
63 19,950 302 5,200 67 25,150

平成 元 年度 20,750 302 5,400 67 26,150
2 20,750 305 5,400 69 26,150
3 20,750 305 5,400 69 26,150
4 21,550 305 5,600 69 27,150
5 21,550 303 5,600 68 27,150
6 21,550 303 5,600 66 27,150
7 22,350 302 5,800 64 28,150
8 22,350 298 5,800 63 28,150
9 22,350 298 5,800 64 28,150

10 23,150 298 6,000 63 29,150
11 23,150 298 6,000 62 29,150
12 23,150 298 6,000 61 29,150
13 23,950 299 6,200 61 30,150
14 23,950 300 6,200 60 30,150
15 23,950 301 6,200 60 30,150
16 24,750 298 6,400 60 31,150
17 25,140 310 6,400 56 31,540
18 25,140 297 6,400 55 31,540
19 25,940 297 6,600 55 32,540
20 25,940 297 6,600 56 32,540
21 25,940 296 6,600 55 32,540
22 26,740 297 6,800 56 33,540
23 26,740 297 6,800 56 33,540
24 26,740 297 6,800 56 33,540
25 27,540 297 7,000 56 34,540
26 27,540 7,000 34,540
27 （要求額） 27,540 7,000 34,540

基地交付金及び調整交付金の総額の推移

交付金額

（百万円）

対 象

市 町 村 数市 町 村 数

基地交付金

交付金額 対 象

合　　計

（百万円）

調整交付金

（百万円）

年　　度

－　
（注１）表中、太字は増額した年度である。

（注２）平成17年度の予算増額は基地交付金の対象に新たに通信施設を追加したことによるものである。

－　
－　 －　

（創設） 

（創設） 
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国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金

に
関
す
る
法
律
（
抄
） 

 

（
昭
和
三
十
二
年
五
月
十
六
日
法
律
第
百
四
号
） 

最
終
改
正
：
平
成
十
七
年
三
月
二
五
日
法
律
第
五
号 

 

１ 

国
は
、
そ
の
所
有
す
る
固
定
資
産
の
う
ち
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く

施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関

す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
国
有
の
財
産
の
管
理
に
関
す
る
法
律 

（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
さ
せ
て

い
る
固
定
資
産
並
び
に
自
衛
隊
が
使
用
す
る
飛
行
場
及
び
演
習
場
並

び
に
弾
薬
庫
、
燃
料
庫
及
び
通
信
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で

政
令
で
定
め
る
も
の
が
所
在
す
る
市
町
村
（
都
の
特
別
区
の
存
す
る

区
域
に
所
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
都
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
、

毎
年
度
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
固
定
資
産
の
価
格
、
当
該
市
町
村
の
財
政

の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付

金
（
以
下
「
市
町
村
助
成
交
付
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
。 

２ 

前
項
の
事
務
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
総
務
大
臣
が

行
う
。 

３ 

総
務
大
臣
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す

べ
き
市
町
村
助
成
交
付
金
を
交
付
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
地
方
財

政
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
町
村
助
成
交
付
金
の
交
付

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

                

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に

関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
） 

 

（
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
八
日
政
令
第
三
百
二
十
一
号
） 

最
終
改
正
：
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
政
令
第
三
百
二
十
九
号 

  

（
法
第
一
項
の
固
定
資
産
） 

第
一
条 

国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律

第
一
項
に
規
定
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
国
有
財

産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
国

有
財
産
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保

障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お

け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
国
有

の
財
産
の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十

号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
つ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
使
用
さ
せ
て

い
る
土
地
、
建
物
及
び
工
作
物 

 

二 

自
衛
隊
が
使
用
す
る
飛
行
場
（
航
空
機
の
離
着
陸
、
整
備
及
び

格
納
の
た
め
直
接
必
要
な
施
設
に
限
る
。
）
及
び
演
習
場
（
し
よ

う
舎
施
設
を
除
く
。
）
の
用
に
供
す
る
土
地
、
建
物
及
び
工
作
物 

 

三 

自
衛
隊
が
使
用
す
る
弾
薬
庫
、
燃
料
庫
及
び
通
信
施
設
の
用
に

供
す
る
土
地
、
建
物
及
び
工
作
物 

２ 

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
「
弾
薬
庫
」
と
は
、
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭

和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
補
給
処
の
支
処
及
び
出
張
所
の
う
ち
弾
薬
支
処
及
び
弾
薬
出
張
所

の
弾
薬
の
保
管
、
補
給
及
び
整
備
を
行
う
た
め
の
施
設
並
び
に
こ
れ

ら
の
施
設
に
類
す
る
海
上
自
衛
隊
の
地
方
総
監
部
が
管
理
す
る
施
設

を
い
い
、
同
号
に
掲
げ
る
「
燃
料
庫
」
と
は
、
同
項
に
規
定
す
る
補

給
処
の
支
処
及
び
出
張
所
の
う
ち
燃
料
支
処
及
び
燃
料
出
張
所
の
液

体
燃
料
又
は
油
脂
類
の
保
管
、
補
給
及
び
整
備
を
行
う
た
め
の
施
設

並
び
に
こ
れ
ら
の
施
設
に
類
す
る
海
上
自
衛
隊
の
地
方
総
監
部
が
管

理
す
る
施
設
を
い
い
、
同
号
に
掲
げ
る
「
通
信
施
設
」
と
は
、
航
空

警
戒
管
制
又
は
電
波
情
報
の
収
集
整
理
の
た
め
直
接
必
要
な
施
設
の

う
ち
同
令
第
三
十
条
の
九
に
規
定
す
る
警
戒
群
若
し
く
は
防
衛
大
臣

の
定
め
る
部
隊
又
は
防
衛
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六

十
四
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
情
報
本
部
が
管
理
す
る
も

の
を
い
う

。 

３ 

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
「
土
地
」
、
「
建
物
」
又
は
「
工
作
物
」

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
国
有
財
産
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第

二
百
四
十
六
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
国
有
財
産
法
第
三
十

二
条
の
台
帳
（
以
下
「
国
有
財
産
台
帳
」
と
い
う
。
）
に
土
地
、
建

物
又
は
工
作
物
と
し
て
登
録
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
い
う
。 

 

       

（
市
町
村
助
成
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
方
法
） 

第
三
条 

前
条
の
市
町
村
に
対
し
て
交
付
す
べ
き
市
町
村
助
成
交
付
金 

の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

 

一 

市
町
村
助
成
交
付
金
の
総
額
の
十
分
の
七
に
相
当
す
る
額
を
、

前
条
の
各
市
町
村
の
区
域
内
に
当
該
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在

に
お
い
て
所
在
す
る
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
土
地
、
建
物

及
び
工
作
物
の
価
格
の
合
算
額
（
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付

金
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
国

有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る
土
地
、
建
物
又
は

工
作
物
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
土
地
、
建
物
及
び
工
作
物
の
価
格

の
合
算
額
を
控
除
し
た
額
）
に
あ
ん
分
し
た
額 

 

二 

市
町
村
助
成
交
付
金
の
総
額
の
十
分
の
三
に
相
当
す
る
額
（
次

項
の
規
定
に
よ
つ
て
控
除
し
た
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
控
除
し

た
額
を
当
該
十
分
の
三
に
相
当
す
る
額
に
加
算
し
た
額
）
を
、
前

条
の
市
町
村
の
う
ち
当
該
市
町
村
の
区
域
内
に
当
該
年
の
三
月

三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
所
在
す
る
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
土
地
、
建
物
又
は
工
作
物
の
種
類
及
び
用
途
、
当
該
市
町
村

の
財
政
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
市

町
村
に
対
し
て
総
務
大
臣
が
配
分
し
た
額 

２ 

当
該
年
度
の
地
方
交
付
税
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
地
方
交
付
税

法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

つ
て
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
が
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ

て
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
を
こ
え
る
市
町
村
で
そ
の
こ
え
る
額

（
以
下
「
財
源
超
過
額
」
と
い
う
。
）
が
五
億
円
を
こ
え
る
こ
と
と

な
る
も
の
（
以
下
「
財
源
超
過
団
体
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
交
付

す
べ
き
市
町
村
助
成
交
付
金
の
う
ち
前
項
第
一
号
の
額
は
、
同
項
同

号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
同
号
の
額
か
ら
当
該
財
源
超
過
額

が
五
億
円
を
こ
え
る
額
に
十
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る

額
（
当
該
額
が
同
項
同
号
の
額
の
十
分
の
七
に
相
当
す
る
額
を
こ
え

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
十
分
の
七
に
相
当
す
る
額
）
を
控
除
し

た
額
と
す
る
。 

7/10配分 3/10配分 政令控除 

対象範囲 

対象資産 
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（
土
地
、
建
物
又
は
工
作
物
の
価
格
） 

第
五
条 
第
三
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
土
地
、
建
物
又
は
工
作
物
の
価
格
は
、
当
該
年
の
三
月
三
十

一
日
現
在
に
お
い
て
国
有
財
産
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
当
該
土
地
、
建

物
又
は
工
作
物
の
価
格
（
国
有
財
産
台
帳
に
当
該
土
地
、
建
物
若
し

く
は
工
作
物
又
は
そ
の
価
格
が
登
録
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て

は
、
国
有
財
産
法
施
行
令
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
つ
て
国
有
財
産

台
帳
に
登
録
す
べ
き
価
格
）
と
す
る
。 

    

（
土
地
、
建
物
又
は
工
作
物
の
価
格
の
報
告
等
） 

第
六
条 

都
道
府
県
知
事
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

毎
年
度
、
当
該
年
の
八
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
都
道
府
県
の
区

域
内
の
市
町
村
の
区
域
内
に
当
該
年
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い

て
所
在
す
る
第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
土
地
、
建
物
又
は
工
作

物
に
係
る
前
条
の
価
格
の
合
算
額
を
総
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

都
道
府
県
知
事
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
た
め
、
国
有
財
産

法
第
五
条
か
ら
第
六
条
ま
で
及
び
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ
て

当
該
土
地
、
建
物
又
は
工
作
物
を
管
理
す
る
同
法
第
四
条
第
二
項
の

各
省
各
庁
の
長
（
同
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
つ
て
各
省
各
庁

の
長
が
そ
の
所
管
に
属
す
る
国
有
財
産
に
関
す
る
事
務
を
部
局
等
の

長
に
分
掌
さ
せ
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
部
局
等
の
長
と
す

る
。
以
下
「
各
省
各
庁
の
長
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
国
有
財
産

台
帳
を
閲
覧
し
、
若
し
く
は
記
録
す
る
こ
と
を
請
求
し
、
又
は
前
条

の
規
定
に
よ
る
国
有
財
産
台
帳
に
登
録
す
べ
き
価
格
の
通
報
を
求
め

た
場
合
に
お
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
等
は
、
国
有
財
産
台
帳
を
都

道
府
県
知
事
若
し
く
は
そ
の
指
定
す
る
職
員
に
閲
覧
さ
せ
、
若
し
く

は
記
録
さ
せ
、
又
は
当
該
登
録
す
べ
き
価
格
の
通
報
を
す
る
も
の
と

す
る
。 

    

（
市
町
村
助
成
交
付
金
の
額
等
の
通
知
） 

第
七
条 

総
務
大
臣
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
年

度
、
当
該
年
の
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
年
度
分
と
し
て
交
付

す
べ
き
市
町
村
助
成
交
付
金
の
額
及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た

第
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
土
地
、
建
物
及
び
工
作
物
の
価
格
の

合
算
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
市
町
村

長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

  
 

（
市
町
村
助
成
交
付
金
の
算
定
に
違
法
又
は
錯
誤
が
あ
つ
た
場
合

の
措
置
） 

第
八
条 

市
町
村
長
は
、
前
条
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
当
該

通
知
に
係
る
市
町
村
助
成
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
違
法
又
は

錯
誤
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
起
算

し
て
三
十
日
以
内
に
、
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
に
対

し
、
文
書
で
当
該
通
知
に
係
る
市
町
村
助
成
交
付
金
の
額
の
修
正
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

総
務
大
臣
は
、
前
条
の
通
知
を
し
た
後
に
当
該
通
知
に
係
る
市
町

村
助
成
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
錯
誤
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し

た
と
き
、
又
は
前
項
の
求
め
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
す
で
に
通
知

し
た
市
町
村
助
成
交
付
金
の
額
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
知
に
係
る

市
町
村
助
成
交
付
金
の
額
に
増
額
し
、
又
は
こ
れ
か
ら
減
額
す
べ
き

額
を
、
次
条
の
規
定
に
よ
つ
て
市
町
村
助
成
交
付
金
を
交
付
す
る
時

ま
で
に
、
都
道
府
県
知
事
が
経
由
し
て
関
係
市
町
村
長
に
通
知
す
る

も
の
と
す
る
。 

    

（
市
町
村
助
成
交
付
金
の
交
付
時
期
） 

第
九
条 

市
町
村
助
成
交
付
金
は
、
遅
く
と
も
、
毎
年
度
、
当
該
年
の

十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
交
付
す
る
。 

                  

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の 

相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条 

に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本 

国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関 

す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
国
有
の
財
産 

 

の
管
理
に
関
す
る
法
律
（
抄
） 

 

（
昭
和
二
十
七
年
四
月
二
十
八
日
法
律
第
百
十
号
） 

最
終
改
正
：
昭
和
三
五
年
六
月
二
三
日
法
律
第
一
〇
二
号 

  

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互

協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に

日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
以
下
「
協

定
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
合

衆
国
」
と
い
う
。
）
の
軍
隊
の
用
に
供
す
る
国
有
の
財
産
（
国
有
財

産
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
二
条
に
定
め
る
国
有

財
産
並
び
に
同
法
の
適
用
を
受
け
な
い
国
有
の
動
産
及
び
権
利
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
そ
の
管
理
及
び
処
分
の
特
例
を
設

け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
無
償
使
用
） 

第
二
条 

国
は
、
協
定
を
実
施
す
る
た
め
国
有
の
財
産
を
合
衆
国
の
軍

隊
の
用
に
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
無
償
で
、
そ
の
用
に
供
す

る
間
、
合
衆
国
に
対
し
て
当
該
財
産
の
使
用
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
。 

  

4



 
施
設
等
所
在
市
町
村
調
整
交
付
金
交
付 

 
要
綱
（
抄
） 

 

（
昭
和
四
十
五
年
十
一
月
六
日
自
治
省
告
示
第
二
百
二
十
四
号
） 

最
終
改
正
：
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
総
務
省
告
示
第
四
百
五
十
九
号 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

施
設
等
所
在
市
町
村
調
整
交
付
金
（
以
下
「
調
整
交
付
金
」

と
い
う
。
）
の
交
付
に
つ
い
て
は
、
こ
の
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

施
設
等 

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及

び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日

本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
（
以
下
本
条

に
お
い
て
「
地
位
協
定
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
施
設
及

び
区
域
を
い
う
。 

 

二 

米
軍
資
産 

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力

及
び
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
い
て
日
本
国
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
軍
隊
が
、
地
位
協
定
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
設
し

及
び
設
置
し
た
建
物
及
び
工
作
物
を
い
う
。 

  

（
調
整
交
付
金
の
交
付
） 

第
三
条 

総
務
大
臣
は
、
施
設
等
が
所
在
す
る
市
町
村
（
以
下
「
施
設

等
所
在
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
米
軍
資
産
に
係
る
税
制
上

の
特
例
措
置
等
に
よ
り
施
設
等
所
在
市
町
村
が
受
け
る
税
財
政
上
の

影
響
を
考
慮
し
て
、
毎
年
度
、
予
算
で
定
め
る
金
額
の
範
囲
内
に
お

い
て
調
整
交
付
金
を
交
付
す
る
。 

     

   

（
調
整
交
付
金
の
交
付
額
の
算
定
方
法
） 

第
四
条 

施
設
等
所
在
市
町
村
に
交
付
す
べ
き
調
整
交
付
金
の
額
は
、

次
の
各
号
の
額
の
合
算
額
と
す
る
。 

 

一 

調
整
交
付
金
の
総
額
の
三
分
の
二
に
相
当
す
る
額
を
、
施
設
等

所
在
市
町
村
の
区
域
内
に
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
（
以
下

「
当
該
年
」
と
い
う
。
）
の
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
い
て
所
在

す
る
米
軍
資
産
の
価
格
を
基
礎
と
し
て
総
務
大
臣
が
配
分
し
た

額 

 

二 

調
整
交
付
金
の
総
額
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
、
日
本
国

と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約

第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合

衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方
税
法
の

臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
九
号
）

に
よ
り
施
設
等
所
在
市
町
村
が
受
け
る
税
財
政
上
の
影
響
そ
の

他
施
設
等
所
在
市
町
村
の
財
政
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
総
務
大

臣
が
配
分
し
た
額 

   

（
調
整
交
付
金
の
額
の
通
知
） 

第
五
条 

総
務
大
臣
は
、毎
年
度
、
当
該
年
の
十
月
三
十
一
日
ま
で
に
、

当
該
年
度
分
と
し
て
交
付
す
べ
き
調
整
交
付
金
の
額
を
都
道
府
県
知

事
を
経
由
し
て
施
設
等
所
在
市
町
村
の
長
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

   

（
調
整
交
付
金
の
交
付
時
期
） 

第
六
条 

調
整
交
付
金
は
、
遅
く
と
も
、
毎
年
度
、
当
該
年
の
十
二
月

三
十
一
日
ま
で
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

      

  

2/3配分 1/3配分 

5


	00  ①資料表紙様式
	01　制度の概要（幹部説明用）H25Ver
	スライド番号 1

	02予算推移（H27要求額）
	基地交付金・調整交付金・推移

	03　（H23改正後）基地交・法律・政令（抄）
	04　（H23改正後）地位・調整交要綱（抄）



